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Ⅰ 介護支援専門員証の更新について 

 

◆ 介護支援専門員証（以下、「専門員証」という。）には、５年間の有効期間があります。 

  有効期間が満了した場合は、介護支援専門員としての業務に就くことができません。 

 

◆ 専門員証の有効期間を更新するためには、有効期間が満了する前に次の①②両方の手

続きを行う必要があります。 

 

  【専門員証の更新に必要な手続き】 

  ①更新のために必要な研修を受講する。 

   ②当該研修修了後、現に有する専門員証の有効期間満了日の４か月前から１か月前ま

での期間に、専門員証交付手続き（更新）を行う。 

    

※研修を修了しただけでは専門員証は更新されません。必ず専門員証交付手続き（更

新）を行ってください。 

 

 

◆ 専門員証の更新をせずに有効期間が満了した後、再び介護支援専門員の業務に就きた

い場合は、次の①②両方の手続きを行う必要があります。 

 

  【有効期間満了後に介護支援専門員の業務に就きたい場合の手続き】 

   ①再研修を受講する。 

   ②当該研修修了後、速やかに専門員証交付手続き（新規）を行う。 

    

※新しい専門員証が手元に届くまでは介護支援専門員の業務には就けません。 

 

 

 ◆ 介護支援専門員として就労される方は、介護支援専門員証の有効期間満了日を確認の

上、更新に必要な研修の確認や更新手続き等に備えてください。 

   また、各事業所におかれましても、介護支援専門員として雇用している従業者がおら

れる場合は、介護支援専門員証の有効期間の確認・手続き等に遺漏のないようお願いし

ます。 

 

 ◆ 問い合わせ先 

 

   山口県長寿社会課 地域包括ケア推進班 電話番号：０８３－９３３－２７８８  
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Ⅱ 介護支援専門員法定研修一覧 

研修名 概要 

介護支援専門員専門研修／更新研修 

（実務経験あり） 

・実務経験者を対象とした資質向上研修／更新研修。専門員証

更新のためには「専門研修課程Ⅰ」と「専門研修課程Ⅱ」の

両方を修了する必要がある。（ただし、免除となる場合あり。

詳細は次ページ参照。） 

・受講する時期により研修の呼び方が異なる。専門員証の有効

期間満了日の前年度より前に受講する場合は「専門研修」、前

年度以降に受講する場合は「更新研修」と呼ぶ。 

・「専門研修」として受講する場合は、申し込み時点で介護支援

専門員として就労している必要があり、「専門研修課程Ⅰ」で

は半年以上の、「専門研修課程Ⅱ」では３年以上の実務経験が

必要。 

・「更新研修」として受講する場合は、実務経験があれば、その

期間は問わない。 

 

 介護支援専門員専門研修／更新研修 

（専門研修課程Ⅰ） 

研修時間 56時間 

実施機関 山口県社会福祉協議会 

 

 介護支援専門員専門研修／更新研修 

（専門研修課程Ⅱ） 

研修時間 32時間 

実施機関 山口県社会福祉協議会 

介護支援専門員更新研修（実務経験なし） 

研修時間 54時間 

実施機関 山口県介護支援専門員協会 

・実務経験のない者を対象とした更新研修。 

・専門員証の有効期間満了日の前年度から受講可能。 

 

介護支援専門員再研修 

研修時間 54時間 

実施機関 山口県介護支援専門員協会 

・専門員証の有効期間満了日を経過している者（当該研修の修

了日時点で有効期間満了日を経過している者）を対象とした

研修。 

・当該研修を修了後に専門員証交付申請を行い、専門員証が手

元に届けば、介護支援専門員として就労できる。 

 

主任介護支援専門員研修 

研修時間 70時間 

実施機関 山口県社会福祉協議会 

・主任介護支援専門員の資格を取得するための研修。 

・当該研修を受講するためには、実務経験期間等の要件を満た

す必要がある。 

 

主任介護支援専門員更新研修 

研修時間 46時間 

実施機関 山口県社会福祉協議会 

・主任介護支援専門員の資格を更新するための研修。 

・当該研修を受講するためには、法定外研修受講等の要件を満

たす必要がある。 

・主任資格の有効期間満了日の前々年度から受講可能。 

 

介護支援専門員実務研修 

研修時間 87時間 

実施機関 山口県介護支援専門員協会 

・介護支援専門員実務研修受講試験合格者を対象とした研修。 

・当該研修修了後、登録・専門員証交付手続きが完了すれば、

介護支援専門員として就労できる。 

 

主任資格につい

ては資料２参照 



3 

 

Ⅲ 介護支援専門員証の更新に必要な研修の判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既に専門員証の有効期間が切れている？ 

 または 

専門員証の有効期間内に修了できる更新研修がない？ 

現在保有している専門員証の有効期間満了日の５年前の日の翌

日～更新研修申込時点までの間に、介護支援専門員としての実

務経験（＝ケアプラン作成経験）がない？ 

現在保有している専門員証の有効期間満了日の５年前の日の翌日～有

効期間満了日までの間に、主任介護支援専門員更新研修を修了している

／修了する見込みか？ 

 

 

 

 

今回が初回の更新であるか？ 

直前の更新で修了した研修が「専門研修／更新研修（専門研修課程

Ⅰ）」及び「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ）」か、もしくは

「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ）」のみであるか？ 

 

 

 

 

 

はい 
再研修 

いいえ 

主任更新研修修了に

より更新可。他の研

修は受講不要。 

はい 

いいえ 

はい 

更新研修（実務経験なし） 

いいえ 

専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅰ） 

及び 

専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ） 

専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ） 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

※主任を新規に取得する主任介護支援専門員研修は、専門員証更新の

ための研修の免除対象とならないため、当質問の回答は「いいえ」と

なります。 

※過去に「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅰ）」「専門研修／

更新研修（専門研修課程Ⅱ）」を受講した場合も、直前の更新で

「更新研修（実務経験なし）」または「再研修」を修了した場合

は、当質問の回答は「いいえ」となります。 

 

※有効期間満了日の前年度から 

 受講可能です。 

※有効期間満了日の前年度より前に受講する場合 

は、次の二つの要件を満たす必要があります。 

①申し込み時点で介護支援専門員として就労 

している。 

②実務経験年数が以下を満たしている。 

 ・専門研修課程Ⅰ…半年以上 

 ・専門研修課程Ⅱ…３年以上 

※この場合、主任資格と専門員証の有効期間満了日

の前に、確実に主任更新研修を修了する必要があ

ります。主任更新研修を期間内に確実に修了でき

る見込みがない場合は、専門員証更新のための研

修受講も検討してください。 

※この場合、「専門研修／更新研修（専門研修 

課程Ⅰ）」は免除となります。 
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Ⅳ 介護支援専門員証交付手続き 

 

 専門員証の更新に必要な研修が修了しましたら、下記のとおり書類一式を山口県長寿社会

課まで送付してください。 

県に交付申請書が到着した後、おおむね２週間を目途に、更新後の介護支援専門員証を返

信用封筒により発送します。交付申請書を提出済みの方で、３週間以上経過しても更新後の

介護支援専門員証が届かない場合は、地域包括ケア推進班（083-933-2788）までお問い合わ

せください。 

 

 

◆ 提出書類 

 

 ① 介護支援専門員証交付申請書（別記第６号様式） 

※様式は県ＨＰ「かいごへるぷやまぐち」からダウンロード 

   ■申請書に貼付するもの 

   ・山口県収入証紙 4,200円 ※市役所、町役場、県内県税事務所で購入可 

   ・写真 ※縦 3cm×横 2.4cm 交付申請前６ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上半身、無背景のも

ので、裏面に氏名を記載したもの 

 ② 更新に必要な研修の修了証明書の写し 

 ③ 介護支援専門員証の写し ※原寸をＡ４用紙にコピーのこと 

 ④ 返信用封筒 

※定形郵便封筒(縦 23.5cm×横 12cm以内)に簡易書留代の切手を貼付、返送先の住所・氏名を記載

したもの。簡易書留代の切手代金は H31.3.1現在、消費税率 8％時点で 392円。最新の切手代金

は県ＨＰ「かいごへるぷやまぐち」を参照のこと。（各種届出様式掲載ページに表示。） 

 ⑤ 介護支援専門員証登録事項変更届出書（別記第３号様式） 

※住所・氏名に変更がある場合のみ 

 

 

◆ 申請期間 

 

  有効期間満了日の４か月前から１か月前まで 

  ※有効期間満了日の１か月前を過ぎると、手続きが間に合わない可能性があります。 

 

◆ 提出先 

 

  〒753-8501 

  山口市滝町１－１ 山口県長寿社会課 地域包括ケア推進班  
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Ⅴ 介護支援専門員に関するＱ＆Ａ 

 

【登録関係】  

問１  平成１７年度まで発行されていた「介護支援専門員登録証明書」について、介護

支援専門員の登録番号（８桁）はどうなるか 

 
（答） 登録番号は、３ ５ ＋  登録証明書に記載のある６桁の番号 となる。 

例えば、介護支援専門員登録証明書の記載番号 

第９８－０００１号   →   ３５９８０００１ 

第０３－０１００号   →   ３５０３０１００ 

※山口県で当初登録の場合、登録番号は以下の８ケタとなる。 

 ３５ＸＸ□□□□ 

（ＸＸ…西暦年度の下２桁（２０１８年度に取得した場合はＸＸ＝１８） 

  

問２  氏名及び住所が変わったが、どのような手続きが必要であるか。 

 
（答） 登録事項である氏名や住所に変更があった場合は、届け出なければならないことに

なっています。 

住所の変更の場合は、山口県ウェブサイト「かいごへるぷやまぐち」のケアマネジ

ャー支援情報から「介護支援専門員登録事項変更届出書（第３号様式）」をダウンロ

ードし、登録内容の変更の手続きをしてください。 

なお、氏名に変更があった場合は、「介護支援専門員登録事項変更届出書（第３号

様式）」及び「介護支援専門員証書換え交付申請書（第８号様式）」をダウンロードし、

登録内容の変更と専門員証の書換えの手続きをしてください。 

 

 

問３  山口県で登録しているが、他県に登録を移転するためには、どのような手続きが

必要であるか。 （山口県 → 他県） 

 
（答） 移転を希望する都道府県の介護保険担当課に連絡し、当該県の「介護支援専門

員移転申請書」様式を入手、その他の必要書類等を確認し用意した上で、山口県

健康福祉部 長寿社会課地域包括ケア推進班(〒753-8501 山口市滝町１－１)に

送付すること。（なお、住所等の変更が生じている場合は、山口県宛に「介護支援

専門員登録事項変更届出書（第３号様式）」を併せて提出が必要。） 

  山口県が、送付された申請書の登録事項を確認した後、申請先の都道府県に送

付する。（山口県を経由し、手続きを行う。）  
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問４  他県登録から、山口県に登録を移転するためには、どのような手続きが必要で 

あるか。（他県 → 山口県）  

 
（答） 登録移転の手続きは、「かいごへるぷやまぐち」から「介護支援専門員登録移転

申請書（第２号様式）」及び「介護支援専門員証移転交付申請書（第７号様式）」

をダウンロードし記入の上、その他の必要書類と併せて、登録している県の介護

保険担当課に送付すること。 

  登録県が、送付された申請書の登録事項を確認した後、山口県に送付する。（登

録県を経由し、手続きを行う。） 

 

 

【介護支援専門員証の交付関係】  

問５  介護支援専門員の登録のみで、介護支援専門員証の交付を受けていないが、介護

支援専門員の業務をしてよいか。 

 
（答） 介護支援専門員証の交付を受けていなければ、介護支援専門員の業務をするこ

とはできない。 

  介護支援専門員証の交付申請は、「かいごへるぷやまぐち」から「介護支援専 

門員証交付申請書（第６号様式）」をダウンロードし、手続きを行うこと。 

 

なお、所持している介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している場合も、 

介護支援専門員の業務をすることはできない。（問９参照） 

 

 

問６  介護支援専門員証を紛失したが、どのような手続きが必要であるか。 

 
（答） 再交付の申請様式は、「かいごへるぷやまぐち」から「介護支援専門員証再交付

申請書（第９号様式）」をダウンロードし、手続きを行うこと。    

 

 

問７  介護支援専門員証を更新するためには、どのような手続きが必要であるか。 

 
（答） 定められた研修を修了した後、「かいごへるぷやまぐち」から「介護支援専門員

証交付申請書（第６号様式）」をダウンロードし、有効期間が満了する４か月前か

ら１か月前までに、申請手続きを行うこと。 

  手続きの詳細は、「かいごへるぷやまぐち」のケアマネジャー支援情報を参照の

こと。  
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問８  介護支援専門員証の更新に必要な研修を修了すると、新しい介護支援専門員証が

送付されるか。 

 
（答） 定められた更新研修を修了しただけでは、新しい介護支援専門員証を送付する

ことはできない。更新手続きについては問７を参照のこと。 

 

 

問９  有効期間満了までに介護支援専門員証の更新手続きを行わなかったため、証が失

効したが、今後、介護支援専門員の業務に就くためには、どのような手続きが必要

であるか。 

 
（答） 必要な研修を受講済みの場合は、速やかに介護支援専門員証交付申請を行うこ

と。必要な研修を受講していない場合は、再研修を受講修了後に、介護支援専門

員証交付申請を行うこと。 

証交付申請後、介護支援専門員証が手元に届いたのち、介護支援専門員の業務に

就くことができる。介護支援専門員証の交付を受けていない状態で介護支援専門員

として業務を行った場合、介護支援専門員の登録を消除することがあるため、注意

すること。 

 

 

問１０  当面、介護支援専門員として業務に就く予定がないため、更新手続きを行わなか

った。有効期間が満了し失効した証は、どうしたらよいか。 

 
（答） 失効した証（「介護支援専門員登録証明書（Ａ４版，携帯用の両方）」 又は「介

護支援専門員証」）は、県に返却すること。（下記あて送付のこと。） 

 〔郵送先〕 〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１ 

 山口県健康福祉部 長寿社会課地域包括ケア推進班 

 

 

問１１  有効期間満了日が平成表記となっている介護支援専門員証について、２０１９年

５月１日以降に新元号への書き換え手続き等は必要か。 

 
（答） 書き換え手続き等は不要。有効期間満了日は新元号に読み替えた日付となる。 

（「かいごへるぷやまぐち」に平成－新元号－西暦の対応表を掲載する。） 
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【認定調査員関係】  

問１２  「介護支援専門員証」の交付を受けていれば、市町から委託を受けて、認定調査

員を引き受けることは可能か。 

 
（答） 認定調査員として、委託を受けるためには、認定調査員（新規）研修を修了し

ていることが要件となっている。 

       なお、山口県では、平成１１年度から１９年度までは、介護支援専門員実務研

修と併せて、認定調査員（新規）研修を実施していたので、介護支援専門員

の登録番号が、３５９９□□□□、３５００□□□□～３５０７□□□□の人は、

すでに修了していることになる。 

  また、以下の①～③のいずれかに該当する者が、委託を受ける場合は、事前に

研修を受講する必要がある。 

①３５９８□□□□の人で、平成１１年度の補修研修（認定調査員(新規)研修）

を受講していない人 
 

②３５９８□□□□～３５９９□□□□及び３５００□□□□～３５０７□□

□□に該当しない人で、認定調査員（新規）研修を受講していない人 
 

③他県の登録者で、認定調査員(新規)研修を受講していない人 

 

 

【研修関係】  

問１３  研修は、いつ開始されるのか。 

 
（答） 毎年度２～３月に、次年度のおおよその年間スケジュールを山口県ウェブサイト「か

いごへるぷやまぐち」に掲載する。具体的なスケジュールについては、順次同サイト

に掲載する各研修の開催要綱を確認すること。 
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問 １４  研修の受講を希望する場合は、どのようにしたらよいか。 

 
（答）  研修を受講する場合は、下記のいずれかの方法により、研修実施要綱等を入手

の上、研修実施機関に申し込むこと。 

 ① 研修開始時期の概ね２ヶ月前までには、「かいごへるぷやまぐち」に掲載する

ので、対象の研修実施要綱及び申込書をダウンロードすること。 

 ② 郵送希望の場合は、各研修の実施機関（問１９参照）に問い合わせること。 

 

 

問 １５  以前、介護支援専門員の業務に就いていたが、更新研修としては、どの研修を

受講したらよいか。 

 
（答） 現在保有している専門員証の有効期間満了日の５年前の日の翌日～更新研修申込

時点までの間に、介護支援専門員としての実務経験（＝ケアプラン作成経験）があ

る人は、「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅰ）」（５６時間）及び「専門研修／

更新研修（専門研修課程Ⅱ）」（３２時間）の両方を受講する必要がある。 

 

    なお、直前の更新で修了した研修が「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅰ）」

及び「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ）」か、もしくは「専門研修／更新研

修（専門研修課程Ⅱ）」のみである場合は、「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅰ）」

は受講免除となり、「専門研修／更新研修（専門研修課程Ⅱ）」の修了だけで更新で

きる。 

 

 

問 １６  実務経験者の更新研修（Ⅰ（５６時間）＋Ⅱ（３２時間））を修了して更新し

た場合は、次回の更新に向け、免除となる研修はあるか。 

 
（答） 問１４のとおり。 
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問 １７  平成１６年度末までの登録者で、平成１５年～１７年度の基礎課程の修了によ

り専門研修課程Ⅰが免除された場合も、問１５の免除は該当するか。 

 
（答） 該当となること。                                  

 

  平成15年実施の基礎課程、平成１６，１７年度実施の基礎課程Ⅰ又は基礎課程Ⅱ

の何れかを修了している者は、専門研修課程Ⅰを修了したものとみなされ、受講が免

除となる。 

 

 

問１８  平成２８年度から更新研修、専門研修のカリキュラム（時間数）が変更となった

が、平成２７年度までに同研修を修了していた場合は、介護支援専門員証の更新申

請は可能であるか。 

 
（答） 可能である。新カリキュラムの同課程の研修を再度受講する必要はない。 

 

 

問 １９  平成１８年度以降、山口県で受講した専門研修、更新研修、再研修の修了証明

書を紛失したが、再発行はできるか。 

 
 

（答） 研修受講当時の研修実施機関に問い合わせること。各機関の連絡先は問１９を参

照。なお、問１９の表に記載のない機関については、山口県長寿社会課地域包括ケ

ア推進班に問い合わせること。 
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問 ２０  山口県で実施している介護支援専門員研修の実施機関等について、連絡先を教

えて欲しい。 

 
（答） 連絡先等は、以下のとおり。                        

 

項     目 
担  当  機  関 

名   称 連 絡 先 

登録、介護支援専門員証の

交付、研修制度全般に関す

ること 

山口県長寿社会課 

地域包括ケア推進班 

〒753-8501 

山口市滝町１－１ 

電話 083-933-2788 

F A X 083-933-2809 

実務研修、更新研修（実務

経験なし）、再研修に関する

こと 

一般社団法人 

山口県介護支援専門員協会 

〒753-0072 

山口市大手町９－６ 

電話 083-976-4468 

F A X 083-976-4469 

専門研修、更新研修（実務

経験あり）、主任介護支援専

門員研修、主任介護支援専

門員更新研修に関すること 

社会福祉法人 

山口県社会福祉協議会 

福祉研修センター 

754-0893 

山口市秋穂二島１０６２

電話 083-987-0123 

F A X 083-987-0124 

 注意 

◆研修の受講については、開催要綱等で確認し、各研修申込み先へ提出のこと。 

◆介護支援専門員証交付申請書（新規・更新）は、山口県長寿社会課へ提出のこと。 

 （更新研修等の実施機関では受付をしていない。） 

◆有効期間が満了するまでに、研修受講及び研修修了後の更新手続きができるよう、

研修の受講計画を早めに立てること。 

◆研修制度については、ウェブサイト「かいごへるぷやまぐち」に掲載している。 

◆原則として、研修は、登録している県での受講となるが、受講できなかった場合、

他県で受講することが可能な場合があるので、必ず山口県長寿社会課地域包括ケア

推進班に問い合わせのこと。 

 

 


